
令和２年（２０２０年）4月１日から
建設業許可関係、経営事項審査の各種書類は
各地方整備局等へ直接提出となります。

最寄りの都道府県窓口への提出・受付は行えませんのでご注意下さい。
詳細な提出方法等はお近くの地方整備局ＨＰをご確認願います。

【直接地方整備局等へ提出となるもの】
建設業許可申請（新規、更新等）、決算変更届等の各種届出、経営事項審査申請

国 土 交 通 省

大臣許可業者のみなさまへ大事なお知らせ
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北海道開発局 事業振興部建設産業課 ０１１－７０９－２３１１
東北地方整備局 建政部建設産業課 ０２２－２２５－２１７１
関東地方整備局 建政部建設産業第一課 ０４８－６０１－３１５１
北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 ０２５－２８０－８８８０
中部地方整備局 建政部建設産業課 ０５２－９５３－８５７２
近畿地方整備局 建政部建設産業第一課 ０６－６９４２－１１４１
中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 ０８２－２２１－９２３１
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 ０８７－８５１－８０６１
九州地方整備局 建政部建設産業課 ０９２－４７１－６３３１
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 ０９８－８６６－００３１

※ 建設業許可担当・経営事項審査担当までお問い合わせください
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令和２年（２０２０年）４月１日から

問合せ先一覧

現 状

令和２年（２０２０年）３月３１日まで






